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不動産契約書式集（売買編）の提供と運用のお知らせ 

ＴＲＡ（一般社団法人東京都不動産協会）は、平成２６年４月より新しい不動産契

約書式集（売買編）の提供と運用を開始します。 

すでに会員の皆様へ、「ポケット版 不動産調査実務マニュアル」や「不動産売買

契約書類 記載マニュアル」の配布を通じて、不動産調査業務や不動産取引の支援を

行っておりますが、今回さらに「不動産契約書式集（売買編 エクセル版・ワード版・

ＰＤＦ版）」を制作し、ＴＲＡホームページを通じて会員の皆様へ提供します。 

また、操作方法の問い合わせに対応する専用コールセンターも設置します。さらな

る会員の皆様への業務支援を行ってまいります。 

【不動産契約書式集（売買編）】 

エクセル版・ワード版・ＰＤＦ版 各２８書式（取引の内容に応じて書式を細分化し

ました） 

・ 重要事項説明書 

・ 不動産売買契約書（エクセル版は、一部で重要事項説明書と連動します） 

・ 関連する付帯書類（付帯設備表、物件状況報告書、覚書ひな形集 など） 

・ 「不動産売買契約書類 記載マニュアル」（平成２４年７月配布済み）のテキスト

データ（文字データ）提供（エクセル版・ワード版を予定） 

・ 各協会・供託所等法務局の住所データ 

・ 操作方法マニュアル など 

【ＴＲＡホームページアドレス】 

http://www.tokyo-fudousan.or.jp/ 
【運用開始時期】 

平成２６年３月１７日（月）テスト運用開始 

同年４月より本稼働予定 

☆なお、ＴＲＡ会員専用の提供となりますので、ＩＤとパスワードを設定します。 

専用ＩＤ：ｕｓａｇｉ（半角小文字で「うさぎ」） 

専用パスワード：ｕｓａｇｉ（半角小文字で「うさぎ」） 

【会員専用コールセンター 電話番号】 

０３－５７６１－４４４１（平成２６年３月１７日（月）より開設） 

受付日時・時間：毎週 月・火・木・金曜日 １３：００～１６：００ 

（祝日および年末・年始の期間を除く） 

☆なお、問い合わせ内容は書式の操作方法、ＩＤとパスワード確認（会員確認のため

「会社名」と「宅建業者登録番号」をお聞きします）、簡単なパソコンの操作方法な

どとなります。不動産取引の内容や法令などに関することは、従来どおりＴＲＡ新宿

相談室（０３－５３３８－０３７０）、または東京都都市整備局住宅政策推進部不動

産課指導相談係（０３－５３２０－５０７１）へお問い合わせください。 

※賃貸書式版は、平成２６年度中に制作のうえホームページ上に追加公開を行う予定

です。公開まで今しばらくお待ちください。 

 

不動産適正取引推進機構における相談事例紹介（３９） 

【相談者】所有地を不動産業者に売却する業者【内容】購入する不動産業者が、土地

の状況は十分な事前調査をしているので重要事項説明を省略しても構わないとして

いる。【考え方】業法は、「宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物」

の売買契約について（売買契約において・売買契約の締結に際して・売買に関して）、

売主業者が不動産取引に関する専門知識を有しない一般消費者に不利な契約条件を

設定することを禁じる規制を多数設けているが、購入する者が業者である「業者間取

引」に関しては、規制の必要がないとされる次の９事項（条項）を適用除外としてい

る。①自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限（３３条の２）、②

事務所等以外の場所においてした買受の申込の撤回等（３７条の２）、③損害賠償額

の予定等の制限（３８条）、④手付の額の制限（３９条）、⑤瑕疵担保責任についての

特約の制限（４０条）、⑥手付金の保全・工事の完了前（４１条）、⑦手付金の保全・

工事の完了後（４１条の２）、⑧宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限（４

２条）、⑨所有権留保の禁止（４３条）。適用除外事項は、業者間取引では業法による

規制がないので、強行法規に抵触せず、公序良俗に反しない内容であれば当事者間の

合意により自由に約定することができ、約定しない場合には民法（商人間の取引とし

て商法）に依ることになる。適用除外のとされるのは列挙された事項のみで、「重要

事項の説明等（３５条）」は業者間取引でも適用され、買主業者が希望しても実施し

なければ業法違反となる。その他に「媒介契約（３４条の２）」、「契約締結等の時期

の制限（３６条）」、「書面の交付（３７条）」、「報酬（４６条）」の規定も業者間取引

でも適用され、当事者間で合意があつたとしても、交付の省略や報酬告示を越える支

払約定は業法違反となる。 


